
 

船上地質サンプル等処理調査業務労務費見積規程 

 

制 定 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ７ 日 

（改 訂 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日） 

一般財団法人国際資源開発研修センター 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人国際資源開発研修センター（以下「センター」という。）

が受託し、又は請け負う海洋資源調査船における船上地質サンプル等処理調査業務（以

下「船上調査業務」という。）の実施に必要な経費の見積りに適用する作業者の労務費単

価に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（総則） 

第２条 船上調査業務の実施に必要な経費の見積りは、この規程に定めるところにより計

算するものとする。 

２ 受託等事業の契約額は、この規程により見積る額による。ただし、当該受託等事業を

委託又は発注する者(以下「委託者等」という。)の事由により、この規程に基づき見積

る額により契約を締結することができない場合は、委託者等とセンターとの間で協議す

ることとする。 

３ 労務費の計算は、当該受託等事業に従事した役職員について、次条に定めた労務費単

価を当該受託等事業に従事した時間数又は日数を乗じて得た額とする。 

 

（労務費単価） 

第３条 当該受託等事業に従事する船上調査技術者の見積労務費単価は、当該受託事業等

に従事する役職員の職位、能力等に対応する船上調査技術者の職種に応じた、別表 1 に

示す平均単価とする。なお、業務の内容によっては、従事する可能性のある最も下位の

職位の者の単価を用いる場合がある。また、実際の従事者の単価が止むを得ない事情で

見積もり単価を上回る場合、表１の日額実勢単価の範囲を超えないようにつとめるもの

とする。 

２ 当該受託事業に従事する者が船上調査技術者として出向した者である場合は、出向元

との間の約定に基づく出向の対価から算出した時間単価を作業者の労務費単価とする。 

３ 船上調査技術者を除く受託等事業に従事する一般の労務費単価は、当該受託等事業に

従事する役職員の人件費単価による。なお、当該受託等事業に従事する役職員が出向者

であるときは、出向元との間の約定に基づく出向の対価から算出した時間単価を作業者

の労務費単価とする。 



４ 前項の規定にかかわらず、船上調査技術者以外の役職員又は船上調査技術者以外の出

向者が、船上調査技術者と同等に船上において調査業務に従事した場合に、当該従事者

の労務費単価が別表 1 の最も下位の職位の単価より低額である場合は、本条第 1 項の規

定を準用して、その差額相当額の一部又は全部を別に定めるところにより手当等として

支給することができる。 

５ 当該受託等事業に従事する者がスタッフ等で多量の定型業務を行う場合、別途調整の

上、分量あたりの単価を設定して用いる場合がある。 

６ 労務費単価には、次の賃金、手当ては含まれていない。 

 ア 時間外、法定休日、所定休日、深夜の労働における割増賃金 

イ 各職種の通常の作業条件又は作業内容を越えた労働に対する手当 

 

（労務費単価の改定） 

第４条 前条に定める労務費単価について、実態に照らして著しく差異が生じる等の事情

が発生した際にはこれを改定することができる。 

 

（雑則） 

第５条 この規程に定めがないこと又はより難いことについては、別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から適用する。（平成３０年５月７日制定） 

２ この規程は、令和６年３月１日から適用する。（令和６年２月２０日改訂） 



 

  

別表１ 

船上地質サンプル等処理調査業務従事技術者労務費単価 

（単価の単位:円、税抜き） 

 

本表は、海底着座型掘削装置、船上設置型掘削装置又は遠隔操作型無人潜水機等の海洋

地質調査機器を設備した海洋調査船等に搭乗し、海底熱水鉱床等の海洋鉱物資源の資源量

調査等において船上地質サンプル等処理調査業務に従事する技術者に適用する。（本表の労

務費単価は、海洋鉱物資源地質調査実績企業等からの見積情報等に基づき見直し、改定す

る。） 

基準日額は 1日単価（８時間）を示す。 

 

【参考】 

（1） 海洋鉱物資源の資源量調査における技術者の職種区分定義 

① 船上調査主任技術者 ：海洋調査船等に搭乗し、先例が少なく、特殊な工法や解析を

伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技

術者。 

工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な

判断力により業務を指導、統括する能力を有する技術者。 

工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。 

② 船上調査技師長：海洋調査船等に搭乗し、複数の非定型業務を統括し、極めて高度で

複合的な業務のプロジェクトマネージャーを務める技術者。 

③ 船上調査主任技師 ：海洋調査船等に搭乗し。定型業務に精通し部下を指導して複数

の業務を担当する。また、非定型業務を指導し最重要部分を担当する。 

④ 船上調査技師（Ａ）：海洋調査船等に搭乗し、一般的な定型業務に精通するとともに

高度な定型業務を複数担当する。また、上司の指導のもとに非定型的

技術者の職種 日額平均単価 

（１日８時間） 

1時間平均単価 

（１日８時間） 

日額実勢単価の幅 

船上調査主任技術者 別途定める 別途定める 

船上調査技師長 別途定める 別途定める 

船上調査主任技師 ９１，４００ １１，４２５ ７７，６００～１０５，２００ 

船上調査技師（Ａ） ８０，８００ １０，１００ ６７，９００～ ９３，７００ 

船上調査技師（Ｂ） ６６，２００ ８，２７５ ４９，８００～ ８２，６００ 

船上調査技師（Ｃ） ５３，０００ ６，６２５ ３８，０００～ ６８，０００ 

船上調査技術員 ４６，２００ ５，７７５ ３６，７００～ ５５，７００ 



な業務を担当する。 

⑤ 船上調査技師（Ｂ）：海洋調査船等に搭乗し、一般的な定型業務を複数担当する。ま

た、上司の包括的指示のもとに高度な定型業務を担当する。 

⑥ 船上調査技師（Ｃ）：海洋調査船等に搭乗し、上司の包括的指示のもとに一般的な定

型業務を担当する。また、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当す

る。 

⑦ 船上調査技術員   ：海洋調査船等に搭乗し、上司の指導のもとに一般的な定型業

務の一部を担当する。また、補助員を指導して基礎的資料を作成する。 

 

なお、職種区分定義で示されている定型業務、非定型業務については下記を参考に判

断するものとする。 

定型業務 ・調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業

務 

・参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較

的簡易な業務 

・設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により

業務遂行が大きく作用されない業務 

非定型業務・調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な

業務計画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務 

・比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要

する大規模かつ重要構造物の設計業務 

・文化性、芸術性が特に重視される業務 

・先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務 

・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務 

・計画から設計まで一貫した業務 

 

 

以上 

 


